
政
令
第

号

不
動
産
取
引
の
円
滑
化
の
た
め
の
地
価
公
示
法
及
び
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
不
動
産
取
引
の
円
滑
化
の
た
め
の
地
価
公
示
法
及
び
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律

第
百
五
十
二
号
）
第
四
十
九
条
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一
項
第
一
号
、
資
産

の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
第
九
号
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
（
同
法
第
四
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
並
び
に
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
九
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年

法
律
第
百
五
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）



第
一
条

不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
研
修
の
実
施
方
法
）

第
九
条

法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
研
修
の
実
施
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

研
修
の
内
容
は
、
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
令
及
び
実
務
そ
の
他
鑑
定
評
価
等
業
務
に
必
要
な
知
識
及
び
技

能
に
関
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

年
間
の
研
修
時
間
の
合
計
は
、
十
五
時
間
以
上
と
す
る
こ
と
。

三

研
修
の
講
師
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
こ
と
。

イ

不
動
産
鑑
定
士
で
あ
つ
て
、
不
動
産
の
鑑
定
評
価
の
実
務
に
通
算
し
て
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

ロ

イ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

四

法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
社
団
又
は
財
団
の
構
成
員
又
は
職
員
で
あ
る
不
動
産
鑑
定
士
及
び
不
動

産
鑑
定
士
補
以
外
の
不
動
産
鑑
定
士
及
び
不
動
産
鑑
定
士
補
に
対
し
て
も
受
講
の
機
会
を
適
正
に
確
保
す
る
こ
と
。

五

研
修
を
実
施
す
る
日
時
及
び
場
所
そ
の
他
研
修
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
こ
と
。



（
国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
土
利
用
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
三
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
都
市
計
画
区
域
」
を
「
公
示
区
域
」
に
改
め
る
。

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
号
ハ
中
「
不
動
産
の
鑑
定
評
価
」
を
「
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五

十
二
号
）
第
二
条
の
三
に
規
定
す
る
鑑
定
評
価
等
業
務
」
に
改
め
る
。

（
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
四
百
八
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
号
中
「
以
下
次
号
」
を
「
次
号
」
に
、
「
、
第
四
号
、
」
を
「
及
び
第
四
号
並
び
に
」
に
改
め
、
同
号

ハ
中
「
不
動
産
の
鑑
定
評
価
」
を
「
鑑
定
評
価
等
業
務
（
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百

五
十
二
号
）
第
二
条
の
三
に
規
定
す
る
鑑
定
評
価
等
業
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
る
。



第
三
十
四
条
第
三
号
ハ
及
び
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
ハ
中
「
不
動
産
の
鑑
定
評
価
」
を
「
鑑
定
評
価
等
業
務
」
に
改

め
る
。

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
特
定
目
的

会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
特
定

目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
二
百
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
号
ハ
中
「
不
動
産
の
鑑
定
評
価
」
を
「
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五

十
二
号
）
第
二
条
の
三
に
規
定
す
る
鑑
定
評
価
等
業
務
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）



２

不
動
産
取
引
の
円
滑
化
の
た
め
の
地
価
公
示
法
及
び
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
規
定
（
不
動
産
取
引
の
円
滑
化
の
た
め
の
地
価
公
示
法

及
び
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
よ
り
不
動
産
の
鑑
定
評
価
を
行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
処
分
を
受
け
た
者
の
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
調
査
に
お
け
る
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
二
項
第
九
号

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
産
の
流
動
化
に
関

す
る
法
律
施
行
令
第
四
条
第
四
号
ハ

投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
の
二
第

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
投
資
信
託
及
び
投
資

一
項
（
同
法
第
四
十
九
条
の
十
一
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

法
人
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二
十
二
条
第
三
号
ハ
、

る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項

第
三
十
四
条
第
三
号
ハ
及
び
第
四
十
九
条
第
一
項
第
三

号
ハ

特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
資
産
の
流
動
化
に
関



等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

す
る
法
律
施
行
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
特
定
目
的
会
社
に
よ

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
目
的
会
社
に
よ
る
特
定
資
産

る
特
定
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
四
条

の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
三
十
八
条
第
二
項
第
八
号

第
三
号
ハ



理

由

不
動
産
取
引
の
円
滑
化
の
た
め
の
地
価
公
示
法
及
び
不
動
産
の
鑑
定
評
価
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行

に
伴
い
、
不
動
産
鑑
定
士
等
の
団
体
に
よ
る
研
修
の
実
施
方
法
を
定
め
る
等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。


